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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
森
林
環
境
税
の
多
重
の
税
負
担
の
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

総
務
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
現
在
で
、
三
十
七
府
県
及
び
一
市
に
お
い
て
、
森
林
の
有
す
る
公

益
的
機
能
の
維
持
増
進
等
を
目
的
と
し
て
、
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
に
お
い
て
、
標
準
税
率
を
超
え
る
税
率
に
よ
る

課
税
（
以
下
「
超
過
課
税
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

超
過
課
税
は
、
地
方
団
体
が
財
政
上
そ
の
他
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
「
平
成
三
十
年
度

税
制
改
正
の
大
綱
」
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
次
期
通

常
国
会
に
お
け
る
森
林
関
連
法
令
の
見
直
し
を
踏
ま
え
、
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
・
・
・
森
林
環
境
税

（
仮
称
）
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
を
創
設
す
る
」
、
「
森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
は
、
平
成
三
十
一
年
度
か
ら

譲
与
す
る
」
、
「
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
は
、
平
成
三
十
六
年
度
か
ら
課
税
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
森
林
の

有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
等
を
目
的
と
し
て
行
う
超
過
課
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
超
過
課
税
を
行
っ
て
い
る
地
方
団

体
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
財
政
上
そ
の
他
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

一



る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

森
林
環
境
譲
与
税
（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
、
「
市
町
村
は
、
・
・
・
間
伐
や
人
材
育
成
・
担
い
手
の
確

保
、
木
材
利
用
の
促
進
や
普
及
啓
発
等
の
森
林
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
」
、
「
都
道
府
県
は
、
・
・
・
森
林
整
備
を
実
施
す
る
市
町
村
の
支
援
等
に
関
す
る
費
用
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
三
十
一
年
度
税
制
改
正
に
係
る
法
律
案
に
お
い
て
、
森
林
環
境
譲
与
税

（
仮
称
）
の
使
途
を
定
め
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

二


